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(57)【要約】
【課題】従来のカプセル型内視鏡は、外表面に露呈する
２つの電極を胃腸管表面に接して人体通信による撮像さ
れた画像情報を被検体外に通信している。胃腸管表面の
多数の襞の上を蠕動運動で移動するため、画胃腸管内で
様々の姿勢をとり、２極の電極が共に胃腸管内の体壁に
接しないと適正な通信が行われない。
【解決手段】外装部の外表面の全面を覆うように、画像
を含むデータを送受信するための通信電極と電気的に接
続する導電性高分子材料からなる被膜が形成される。こ
の被膜が導電性高分子の被膜と胃腸管内体壁とが常時、
接触することにより導通が確保され、生体を利用した人
体通信を行うカプセル型内視鏡である。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体からなる被検体の体腔内を撮像する撮像部と、
　前記撮像部の撮像範囲を照明する照明部と、
　前記生体を利用して体腔外に配置された通信システムとの通信部と、
　前記撮像部により取得される画像を含む被検体内情報を前記通信システムと通信を行う
通信電極と、
　前記撮像部及び照明部を内包する外装部と、
　前記通信電極と電気的に導通し、前記外装部の外表面の全面を覆うように形成される導
電性被膜と、
を具備し、
　前記被検体内に存在する際に、前記導電性被膜が常時、前記体腔内の体壁に接している
ことを特徴とするカプセル型内視鏡装置。
【請求項２】
　前記通信電極は、前記外装部内面に密着又は近接し、該外装部を貫通する貫通孔配線に
より、前記導電部材と導通されていることを特徴とする請求項１に記載のカプセル型内視
鏡装置。
【請求項３】
　前記通信電極は、前記外装部内面に近接して設けられ、前記導電部材と静電結合により
電気的に導通されることを特徴とする請求項１に記載のカプセル型内視鏡装置。
【請求項４】
　前記通信電極は、前記外装部の外表面の一部に設けられた電極上を含み全面上に形成さ
れ、前記導電部材と接して導通されていることを特徴とする請求項１に記載のカプセル型
内視鏡装置。
【請求項５】
　前記導電性被膜は、導電性高分子材料により形成されていることを特徴とする請求項２
乃至４のいずれか一つに記載のカプセル型内視鏡装置。
【請求項６】
　前記導電部材は、少なくとも前記撮像機器における撮像範囲内は、透明被膜であること
を特徴とする請求項５に記載のカプセル型内視鏡装置。
【請求項７】
　前記外装部が、少なくとも前記撮像機器における撮像範囲内は透明被膜である導電性高
分子材料により形成されることを特徴とする請求項１に記載のカプセル型内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体の体腔内を移動しつつ観察するための画像を撮像するカプセル型内視
鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、医療用観察装置として、患者等の被検体における体腔内の様子を画像として撮
像して、モニタ表示を行う内視鏡装置が知られている。通常の内視鏡装置は、先端部に可
撓性を有し、口腔などから差し込まれ、先端部側や基端部側に設けられた撮像部により観
察対象となる病変部等が撮像される。
【０００３】
　この内視鏡装置とは構成が異なるものとして、カプセル型内視鏡装置があり、撮像素子
及び照明機器を内蔵するカプセル型内視鏡本体がカプセル型の外装部に封入された構成で
ある。カプセル型内視鏡装置は、患者等に口から飲み込ませて、体腔内を通過する際に、
多数回の撮像を行い、それらの撮像データを送信する。これらの撮像データは、カプセル
型内視鏡システムで受け取り、画面に表示されている。例えば、特許文献１に記載される
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飲み込み型のカプセル型内視鏡システムにおいては、撮像機能と生体を利用した通信機能
（以下、人体通信）とを備え、被検体内の観察のために、口から飲込まれた後、体腔外に
自然排出されるまでの間、体腔内、例えば胃、小腸などの臓器内部をその蠕動運動に従っ
て移動し、順次撮像する機能を有する。体腔内を移動する間、カプセル型内視鏡装置によ
って撮像された画像データは、その都度、生体を利用した通信（人体通信）により
外部に送信され、外部に設けられたメモリに蓄積される。
【特許文献１】特開２００６－５１３６７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前述した特許文献１に記載される技術においては、カプセル型内視鏡の
外装に露呈している２極の送信電極が、共に胃腸管内の体壁に接して通信を行うシステム
である。体腔内を移動するカプセル型内視鏡は、胃腸管表面の多数の襞の上を蠕動運動で
移動するため、画胃腸管内で様々の姿勢となる。撮影タイミング時（データ送信時）に、
２極が胃腸管内の体壁に共に接しない状況が発生すると、適正な通信が行われず、画像デ
ータが得られない事態が発生する。このような状況を鑑みれば、提案されている２極の送
信電極により生体を利用した通信システムが必ずしも最適とは言えない。
【０００５】
　そこで本発明は、生体を利用した通信機能を有し、体腔内を蠕動運動に従って移動する
際に、観察対象となる胃腸管と画像データを送信する送信電極とが、姿勢に拘わらず、適
正な電気的な接触状態を維持し、安定的な通信を可能とするカプセル型内視鏡装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は上記目的を達成するために、生体からなる被検体の体腔内を撮像する撮像部と
、
　前記撮像部の撮像範囲を照明する照明部と、前記生体を利用して体腔外に配置された通
信システムとの通信部と、前記撮像部により取得される画像を含む被検体内情報を前記通
信システムと通信を行う通信電極と、前記撮像部及び照明部を内包する外装部と、前記通
信電極と電気的に導通し、前記外装部の外表面の全面を覆うように形成される導電性被膜
と、を備えて、前記被検体内に存在する際に、前記導電性被膜が常時、前記体腔内の体壁
に接するカプセル型内視鏡装置提供する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、生体を利用した通信機能を有し、体腔内を蠕動運動に従って移動する
際に、観察対象となる胃腸管と画像データを送信する送信電極とが、姿勢に拘わらず、適
正な電気的な接触状態を維持し、安定的な通信を可能とするカプセル型内視鏡装置を提供
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。　
　図１には、本発明の第１の実施形態に係るカプセル型内視鏡装置を用いる被検体内情報
取得システムの構成例を示す。
【０００９】
　この被検体内情報取得システムは、例えば患者等の被検体１の口から飲み込まれ、体腔
内を移動されつつ被検体１の体内情報を収集するカプセル型内視鏡装置２と、被検体１の
体外に配置され、体腔内のカプセル型内視鏡装置２との間で各種の情報からなるデータを
送受信するためのデータ送受信部６と、データ送受信部６に対して送受信される各種の情
報（データ）を入出力する通信装置３とを備えている。さらに、被検体内情報取得システ
ムは、通信装置３が入出力した各種の情報を画像表示する表示装置４と、通信装置３と表
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示装置４間で各種の情報の伝搬を行う携帯型記録媒体５と、を備えている。
【００１０】
　図５には、カプセル型内視鏡装置２の内部構成を示す。　
　カプセル型内視鏡装置２は、撮像部と、その撮像範囲（画角）を必要な明るさに照明す
る照明部と、これらの駆動を制御する制御部と、電源部と、通信電極を有する通信部とを
備えて、前後に丸みを有する円筒形状、所謂カプセル形状の外装部８に収容されて構成さ
れる。
【００１１】
　制御部は、ＣＰＵ等の処理演算素子と予め定められアプリケーションを記憶する記憶素
子により構成される制御回路１５からなり、カプセル型内視鏡装置２内の各構成部位を制
御する。撮像処理部は、後述する透明外装部材を経て結像された光像を光電変換して胃腸
管画像信号を生成する撮像素子１９と、撮像素子１９を駆動（画像取り込み動作）する撮
像素子駆動回路１８と、撮像素子１９から得られた胃腸管画像信号に一般的な画像処理を
施し画像データを生成する画像信号処理回路２０とで構成される。
【００１２】
　通信部は、画像データを通信信号に変調する変調回路２１と、画像データ及びその画像
データに関する情報からなる通信信号をデータ送受信部６に送信する通信電極１１とで構
成される。撮像素子１９は、例えば、電荷結合素子（ＣＣＤ）イメージセンサ又はＣＭＯ
Ｓイメージセンサが用いられる。尚、それぞれに結像光学系を有する複数の撮像素子、又
は、１つの撮像素子と複数の結像光学系による瞳分割を用いた立体画像を生成する構成で
もよい。
【００１３】
　照明部は、高輝度発光を行う発光素子（ＬＥＤ）１７と、制御回路１５の指示による発
光タイミングや発光輝度に従い、発光素子１７を発光駆動するＬＥＤ駆動回路１６とによ
り構成される。発光素子１７は、撮像タイミングに同期して間欠的に発光し、疾患部を見
い出し易くする波長の光であればよい。また、発光素子１７の間欠的発光を行うことによ
り、照明部による温度上昇を抑制及び電源の省消費化を図ることができる。また、発光素
子は、複数用いて、撮像素子の周辺に分散して配置してもよい。
【００１４】
　電源部は、例えば、小型電池からなるバッテリ１２と、バッテリ１２から供給された電
源を駆動電圧に変換する電源回路１４と、これらの間に設けられ、外部からの作用により
オン動作するスイッチ１３とで構成される。スイッチ１３のオンにより、バッテリ１２か
ら電源回路１４に電源が入力され、各構成部の部位への駆動電圧の供給が開始される。
【００１５】
　図６には、データ送受信部６、通信装置３及び表示装置４の構成例を示す。　
　データ送受信部６は、前述した通信電極１１から被検体１の生体を利用した通信によっ
て送信された通信信号を受信し、ケーブル接続される通信装置３に伝搬する。
【００１６】
通信装置３は、受け取った通信信号に対して復調等の処理を施し、胃腸管画像信号として
再生する。このとき、カプセル型内視鏡装置２内の画像信号処理回路２０において、画像
信号のデジタル化処理が行われていない場合には、通信装置３は再生した胃腸管画像信号
に画像処理を施した後、画像データとして、ＵＳＢメモリ等の着脱自在な携帯型記録媒体
５に記憶させる。
【００１７】
　表示装置４は、装着された携帯型記録媒体５に対して画像データを含む情報信号を入出
力するための入出力部（Ｉ／Ｏ部）２８と、画像データを表示するための映像信号に変換
し色の補正等を施す画像処理部と、映像信号を画面表示するモニタ２７と、電池や商用電
源から電力を受けて各構成部位に駆動するための電源を供給する電源部２５と、表示装置
全体を制御する制御部２３と、キーボートやタッチパネル又はマウス等からなり、ユーザ
の指示や設定を入力するための操作入力部２４とで構成される。この表示装置は、パーソ
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ナルコンピュータにより構成してもよい。
【００１８】
　本実施形態では、カプセル型内視鏡装置２から胃腸管画像をデータ送受信部６に送る例
について説明したが、勿論、データ送受信部６からカプセル型内視鏡装置２にデータ信号
を送信することも可能である。この場合には、図５に示したカプセル内視鏡装置２内に通
信電極１１に接続される復調回路等の通信信号を元の指示信号やデータ信号に変換する回
路を設ければよい。また通信される信号は、画像データによる信号だけでなくトリガ信号
等も送ることができる。
【００１９】
　次に本発明の第１の実施形態に係るカプセル型内視鏡装置２について説明する。
【００２０】
　図２に示すように、カプセル内視鏡装置２の外装部８は、撮像素子１９の撮像面側を覆
う透明外装部と、撮像素子より後方の有色外装部とにより構成される。外装部８は、この
ように２つの部位を用いて、内視鏡装置本体を挿入後に嵌合してもよいし、内視鏡装置本
体を樹脂で一体的に封止する構造であってもよい。この時、少なくとも撮像素子の撮像範
囲は、透明樹脂とする
　外装部８の全外面上（最外壁）に、導電部材である導電性高分子材料による被膜（以下
、導電性被膜と称する）７で覆うように形成する。本実施形態において、導電性高分子材
料としては、ポリアニリンが好適する。尚、導電性高分子材料により外装部８を形成して
もよい。導電性被膜７は、塗布又は、スプレーにより形成され、少なくとも撮像素子の撮
像範囲（画角）においては、膜厚が均一となるように形成する。
【００２１】
　この際に、導電性被膜７と、カプセル型内視鏡装置２内の通信電極１１とを電気的に導
通させる。導通方法としては、図３（ａ）に示すように、通信電極１１が外装部内面に密
着又は近傍に内包されている場合は、外装部８に貫通孔１０を開口し、貫通孔１０内に配
線を形成し、通信電極１１と導電性被膜７とを電気的に導通させる。
【００２２】
　また、図３（ｂ）に示すように、外装部８を介在して通信電極１１と導電性被膜７とを
配置し、絶縁性の外装部を利用する静電結合により通信信号の送受を行わせてもよい。こ
の構成においては、貫通孔を開口させる作業が無いため、作業工数を減らすことができる
。
【００２３】
　以上説明したように、本実施形態によれば、カプセル内視鏡装置２の外装部８の全外面
上（最外壁）が導電体被膜９により覆われているため、被検体内の体壁との接触面積が大
きく、少なくとも導電性被膜９の一部分と接触することから、生体を利用して画像データ
等の情報を通信する際に、画像データを送信する送信電極が姿勢に拘わらず体腔内の胃腸
管の体壁に接触しているため、適正な電気的な接触状態を維持し、安定的に通信を行うこ
とができる。
【００２４】
　第２の実施形態について説明する。　
　第２の実施形態のカプセル型内視鏡装置２は、図４に示すように、外装部８の一部を金
属性リングとした通信電極１１を設けて、内部の変調回路２１と配線接続し、通信電極１
１を導電性高分子被膜７で覆う構成である。
【００２５】
　本実施形態では、外装部８の略中央の外表面に、幅を有するリング形状に通信電極１１
を形成する。この通信電極１１は、外装部８に少なくとも１つの貫通孔を開口し、変調回
路２１と配線接続される。この通信電極１１を含む外装部８の全面を覆うように導電性被
膜７を形成する。
【００２６】
　尚、第１及び第２の実施形態において、導電性高分子材料としては、ポリアニリンが好
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適する。その他、ポリパラフェニレン、ポリチオフェン、ポリパラフェニレンビニレン等
のπ電子共役系導電性高分子材料を用いることも可能である。
【００２７】
　各実施形態のカプセル型内視鏡装置２は、胃腸管表面の多数の襞の上を蠕動運動で移動
する際に、図７に示すような姿勢であっても、外装部全面に形成された導電性被膜７が胃
腸管内の体壁３１と接するため、通信電極１１と被検体１の体壁とが導通し、撮像された
画像が通信により送信することができる。特に、特許文献１による２極が接触する必要が
ある先行例とは異なり、本実施形態であれば、カプセル型内視鏡装置２が被検体内でどの
ような姿勢を取ろうとも、導電性被膜７と胃腸管内の体壁３１とは、常時、少なくとも一
点が接触しているため、導通が確保でき、より確実に生体を利用した通信を行うことがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明のカプセル型内視鏡装置を用いる被検体内情報取得システムの構成例を示
す図である。
【図２】第１の実施形態に係るカプセル型内視鏡装置の外観構成を示す図である。
【図３】第１の実施形態に係るカプセル型内視鏡装置における電性高分子被膜と通信電極
の電気的に導通について説明するための断面構成図である。
【図４】第２の実施形態に係るカプセル型内視鏡装置の外観構成を示す図である。
【図５】本発明のカプセル型内視鏡装置の内部構成の一例を示す図である。
【図６】図１に示した被検体内情報取得システムにおけるデータ送受信部、通信装置及び
表示装置の構成例を示す図である。
【図７】本発明のカプセル型内視鏡装置が被検体内部の胃腸管上を存在する姿勢の例を示
す図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１…被検体、２…カプセル型内視鏡装置、３…通信装置、４…表示装置、５…携帯型記
録媒体、６…データ送受信部、７…導電性高分子材料による被膜、８…外装部、１１…通
信電極、１２…バッテリ１、１３…スイッチ、１４…電源回路、１５…制御回路、１６…
ＬＥＤ駆動回路、１７…発光素子、１８…撮像素子駆動回路、１９…撮像素子、２０…画
像信号処理回路、２１…変調回路、２３…制御部、２４…操作入力部、２５…電源部、２
７…モニタ、２８…入出力部（Ｉ／Ｏ部）。
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